
議案第１３号 

   東郷町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改 

正について 

 東郷町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和５年２月２４日提出        東郷町長 井 俣 憲 治     

 

   説 明 

 この案を提出するのは、名古屋都市計画東郷セントラル地区計画を変更すること

に伴い必要があるからである。 



 

   東郷町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

 東郷町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成９年東郷町条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

第１８条を第２０条とする。 

第１７条第１号中「第１０条第１項」を「第１２条第１項」に改め、同条第２号

及び第３号中「第１１条第１項」を「第１３条第１項」に改め、同条を第１９条と

する。 

第１６条第１項第２号中「又は第８条」を「、第８条、第９条第１項又は第１０

条」に改め、同条を第１８条とする。 

第１５条を第１７条とする。 

第１４条中「及び第９条」を「、第９条第１項、第１０条及び第１１条」に改め

、同条を第１６条とする。 

第１２条及び第１３条中「第５条第１項」を「第７条第１項」に改め、第１３条

を第１５条とし、第１２条を第１４条とする。 

第１１条を第１３条とし、第１０条を第１２条とする。 

第９条第１項中「⑹号」を「⑻号」に改め、同条を第１１条とする。 

第８条中「⑸号」を「⑺号」に改め、同条を第１０条とする。 

第７条第１項及び第２項中「⑷号」を「⑹号」に改め、同条を第９条とする。 

第６条中「⑶号」を「⑸号」に改め、同条を第８条とする。 

第５条第１項中「⑵号」を「⑷号」に改め、同条を第７条とする。 

第４条第１項中「掲げる建築物は、建築しては」を「適合するものでなければ」

に改め、同条の次に次の２条を加える。 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条 対象区域内においては、建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合にあっては、その延べ面積の合計）の敷地面積に対する割合は、別表

第２計画地区欄の区分に応じ、同表制限の欄⑵号に掲げる数値を超えてはならな

い。 

２ 前項に規定する割合の算定の基礎となる延べ面積の計算方法については、法又



 

は建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）の規定

の例による。 

（建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 対象区域内においては、建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合にあっては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合は、別表

第２計画地区欄の区分に応じ、同表制限の欄⑶号に掲げる数値を超えてはならな

い。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第９条、第１０条、第１１

条関係） 

対象区域  計画地区 制 限 

三ツ池地区

整備計画区

域 

Ａ地区 ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「風

営法」という。）第２条第６項第５号で定める

物品を販売する店舗 

  イ ホテル又は旅館 

  ウ ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する令第１３０条の６の２で定める運

動施設 

  エ 自動車教習所 

  オ 畜舎 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離は、１．０メートル以上とする

。 

Ｂ地区 ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 風営法第２条第６項第５号で定める物品を販

売する店舗 

 



 

  イ ホテル又は旅館 

  ウ ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する令第１３０条の６の２で定める運

動施設 

  エ 自動車教習所 

  オ 畜舎 

牛廻間地区

整備計画区

域 

低層住宅地区 ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

沿道地区Ａ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

  イ 風営法第２条第６項第５号で定める物品を販

売する店舗 

  ウ 工場（令第１３０条の６で定めるものを除く

。） 

  エ ホテル又は旅館 

  オ ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する令第１３０条の６の２で定める運

動施設 

  カ 自動車教習所 

  キ 畜舎 

沿道地区Ｂ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

  イ 風営法第２条第６項第５号で定める物品を販

売する店舗 

  ウ 工場（令第１３０条の６で定めるものを除く

。） 

  エ ホテル又は旅館 

  オ ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

 

 

 

 



 

れらに類する令第１３０条の６の２で定める運

動施設 

  カ 自動車教習所 

  キ 畜舎 

  ク マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 

  ケ カラオケボックスその他これらに類するもの 

白土・涼松

地区整備計

画区域 

低層住宅地区 ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

沿道地区Ａ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

  イ 風営法第２条第６項第５号で定める物品を貸

し付ける店舗 

沿道地区Ｂ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

  イ 風営法第２条第６項第５号で定める物品を販

売し、又は貸し付ける店舗 

  ウ 工場（令第１３０条の６で定めるものを除く

。） 

  エ ホテル又は旅館 

  オ ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する令第１３０条の６の２で定める運

動施設 

  カ 自動車教習所 

  キ 畜舎 

沿道地区Ｃ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

 
 

 
 



 

  イ 風営法第２条第６項第５号で定める物品を販

売し、又は貸し付ける店舗 

  ウ ホテル又は旅館 

  エ ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する令第１３０条の６の２で定める運

動施設 

  オ 自動車教習所 

  カ 畜舎 

東郷セント

ラル地区整

備計画区域 

低層住宅地区

Ａ１ 

⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

⑷ １７０平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。ただし、間口が９メートル

未満の敷地の場合は、０．５メートル以上とする

。 

⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又は透視性のあるフェンス、鉄柵その他これらに

類するもの（以下「フェンス等」という。）とし

、ブロック塀その他これに類するもの（以下「ブ

ロック塀等」という。）としてはならない。ただ

し、フェンス等の基礎でブロックその他これに類

するもの（以下「ブロック等」という。）の高さ

が０．６メートル以下のもの又は門柱については

、この限りでない。 

⑻ １０分の１（土地区画整理法（昭和２９年法律

第１１９号）の規定による換地処分又は仮換地の

指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づ

 

 



 

いてその全部を一の敷地として使用する敷地面積

が１７０平方メートル未満のものについては、１

００分の５） 

低層住宅地区

Ａ２ 

⑴ 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては

ならない。 

ア 住宅 

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもののうち令第１３０条の３で定め

るもの 

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

エ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各

種学校を除く。）、図書館その他これらに類す

るもの 

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

カ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの 

キ 診療所 

ク 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す

るもので令第１３０条の４で定める公益上必要

な建築物 

ケ アからクまでに掲げる建築物に附属するもの

（令第１３０条の５で定めるものを除く。） 

 ⑵ １０分の１０ 

 ⑶ １０分の５ 

 ⑷ １７０平方メートル 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。ただし、間口が９メートル

未満の敷地の場合は、０．５メートル以上とする

  

 

 

 



 

。 

 ⑹ １０メートル 

 ⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

 ⑻ １０分の１（土地区画整理法の規定による換地

処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権そ

の他の権利に基づいてその全部を一の敷地として

使用する敷地面積が１７０平方メートル未満のも

のについては、１００分の５） 

低層住宅地区

Ａ３ 

⑴ 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては

ならない。 

ア 住宅 

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもののうち令第１３０条の３で定め

るもの 

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

エ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各

種学校を除く。）、図書館その他これらに類す

るもの 

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

カ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの 

キ 診療所 

ク 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す

るもので令第１３０条の４で定める公益上必要

な建築物 

 

 

 

 



 

ケ アからクまでに掲げる建築物に附属するもの

（令第１３０条の５で定めるものを除く。） 

 ⑵ １０分の１０ 

 ⑶ １０分の５ 

 ⑷ １７０平方メートル 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。ただし、間口が９メートル

未満の敷地の場合は、０．５メートル以上とする

。 

 ⑹ １０メートル 

 ⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

 ⑻ １０分の１（土地区画整理法の規定による換地

処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権そ

の他の権利に基づいてその全部を一の敷地として

使用する敷地面積が１７０平方メートル未満のも

のについては、１００分の５） 

低層住宅地区

Ｂ１ 

⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

⑷ １６０平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ０

．７５メートル以上とする。ただし、間口が９メ

ートル未満の敷地の場合は、０．５メートル以上

 

 

 



 

とする。 

⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

⑻ １００分の５ 

低層住宅地区

Ｂ２ 

⑴ 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては

ならない。 

ア 住宅 

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもののうち令第１３０条の３で定め

るもの 

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

エ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各

種学校を除く。）、図書館その他これらに類す

るもの 

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

カ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの 

キ 診療所 

ク 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す

るもので令第１３０条の４で定める公益上必要

な建築物 

ケ アからクまでに掲げる建築物に附属するもの

（令第１３０条の５で定めるものを除く。） 

 ⑵ １０分の１０ 

 ⑶ １０分の５ 

 ⑷ １６０平方メートル 

 

 



 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ０

．７５メートル以上とする。ただし、間口が９メ

ートル未満の敷地の場合は、０．５メートル以上

とする。 

 ⑹ １０メートル 

 ⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

 ⑻ １００分の５ 

低層住宅地区

Ｂ３ 

⑴ 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては

ならない。 

ア 住宅 

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもののうち令第１３０条の３で定め

るもの 

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

エ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各

種学校を除く。）、図書館その他これらに類す

るもの 

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

カ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの 

キ 診療所 

ク 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す

るもので令第１３０条の４で定める公益上必要

な建築物 

 

 



 

ケ アからクまでに掲げる建築物に附属するもの

（令第１３０条の５で定めるものを除く。） 

 ⑵ １０分の１０ 

 ⑶ １０分の５ 

 ⑷ １６０平方メートル 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ０

．７５メートル以上とする。ただし、間口が９メ

ートル未満の敷地の場合は、０．５メートル以上

とする。 

 ⑹ １０メートル 

 ⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

 ⑻ １００分の５ 

中層住宅地区

Ａ 

⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。   

 ） 

⑷ １６０平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ０

．７５メートル以上とする。ただし、間口が９メ

ートル未満の敷地の場合は、０．５メートル以上

とする。 

⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

 

 

 



 

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

 ⑻ １００分の５ 

中層住宅地区

Ｂ 

⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

ウ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。  

 ） 

⑷ １６０平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ０

．７５メートル以上とする。ただし、間口が９メ

ートル未満の敷地の場合は、０．５メートル以上

とする。 

⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

⑻ １００分の５ 

沿道地区Ａ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

ウ ホテル又は旅館 

 

 



 

エ 自動車教習所 

オ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。  

 ） 

カ 畜舎（１５平方メートルを超えるもの） 

キ 店舗、飲食店その他これらに類するもののう

ち令第１３０条の５の３で定めるものでその用

途に供する部分の床面積の合計が１，５００平

方メートルを超えるもの 

⑷ １６０平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。 

⑹ ２０メートル 

⑺ 道路、公園又は緑地に面する垣又は柵は、生垣

又はフェンス等とし、ブロック塀等としてはなら

ない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等の

高さが０．６メートル以下のもの又は門柱につい

ては、この限りでない。 

⑻ １０分の１ 

沿道地区Ｂ１ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

ウ ホテル又は旅館 

エ 自動車教習所 

オ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。   

 ） 

カ 畜舎（１５平方メートルを超えるもの） 

キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

 

 



 

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 

⑷ １６０平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。 

⑹ ２０メートル 

⑺ ア 主要な公共施設及び地区施設の利用を妨げな

いものとする。 

イ 道路に面する垣又は柵は、生垣とする。ただ

し、やむを得ない場合であって、周辺市街地に

圧迫感や閉塞感を与えないよう配慮するものに

ついては、この限りでない。 

 ⑻ １０分の１ 

沿道地区Ｂ２ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

ウ ホテル又は旅館 

エ 自動車教習所 

オ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。   

 ） 

カ 畜舎（１５平方メートルを超えるもの） 

キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 

ク 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナ

イトクラブその他これに類する令第１３０条の

７の３で定めるもの 

 

 

 



 

ケ 倉庫業を営む倉庫 

 ⑷ １６０平方メートル 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。 

 ⑹ ２０メートル 

 ⑺ ア 主要な公共施設及び地区施設の利用を妨げな

いものとする。 

イ 道路に面する垣又は柵は、生垣とする。ただ

し、やむを得ない場合であって、周辺市街地に

圧迫感や閉塞感を与えないよう配慮するものに

ついては、この限りでない。 

 ⑻ １０分の１ 

沿道地区Ｃ１ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

ウ 自動車教習所 

エ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。   

 ） 

オ 畜舎（１５平方メートルを超えるもの） 

カ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 

 ⑷ １６０平方メートル 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。 

 

 



 

 ⑹ ３０メートル 

 ⑺ ア 主要な公共施設及び地区施設の利用を妨げな

いものとする。 

イ 道路に面する垣又は柵は、生垣とする。ただ

し、やむを得ない場合であって、周辺市街地に

圧迫感や閉塞感を与えないよう配慮するものに

ついては、この限りでない。 

 ⑻ １０分の１ 

沿道地区Ｃ２ ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 公衆浴場 

イ 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

ウ 自動車教習所 

エ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。   

 ） 

オ 畜舎（１５平方メートルを超えるもの） 

カ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの 

ク 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナ

イトクラブその他これに類する令第１３０条の

７の３で定めるもの 

ケ 倉庫業を営む倉庫 

 ⑷ １６０平方メートル 

 ⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ１

メートル以上とする。 

 ⑹ ３０メートル 

 

 



 

 ⑺ ア 主要な公共施設及び地区施設の利用を妨げな

いものとする。 

イ 道路に面する垣又は柵は、生垣とする。ただ

し、やむを得ない場合であって、周辺市街地に

圧迫感や閉塞感を与えないよう配慮するものに

ついては、この限りでない。 

 ⑻ １０分の１ 

近隣商業地区 ⑴ 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ア 風営法第２条第９項に規定する店舗型電話異

性紹介営業の用途に供するもの 

イ 住宅 

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

エ 学校(幼稚園を除く。) 

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

カ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類す

るもの 

キ 工場（令第１３０条の６で定めるものを除く

。） 

ク ホテル又は旅館 

ケ 自動車教習所 

コ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。  

 ） 

サ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの（風営法第２条第１項第５号に規定する

営業の用途に供するものを除く。） 

⑷ ３，０００平方メートル 

⑸ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ２

 

 



 

メートル以上とする。 

  ⑹ ３０メートル 

  ⑺ ア 主要な公共施設及び地区施設の利用を妨げな

いものとする。 

イ 道路に面する垣又は柵は、生垣とする。ただ

し、やむを得ない場合であって、周辺市街地に

圧迫感や閉塞感を与えないよう配慮するものに

ついては、この限りでない。 

  ⑻ １０分の１ 

附 則 

 この条例は、名古屋都市計画東郷セントラル地区計画の変更に係る都市計画法（

昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項

の規定に基づく告示の日から施行する。  

 



 

議案の概要 

１ 改正理由 

  東郷セントラル地区内の都市計画道路瀬戸大府東海線及び都市計画道路名古屋

春木線の沿道サービス地区において商業施設等の立地を促進し、都市機能の充実

を図る観点から地区計画を変更し、もって当該地区の賑わいを早期に創出するた

め必要があるからである。 

２ 主な改正内容 

 ⑴ 東郷セントラル地区整備計画区域（以下「対象区域」という。）内の一部の

地区において、建築物の用途の制限から「ホテル又は旅館」及び「店舗や飲食

店等の床面積の合計が１，５００平方メートルを超えるもの」を削除すること。

（第４条関係） 

⑵ 対象区域内の一部の地区において、建築物の建築等に対し、建築物の容積率

及び建蔽率の最高限度を定めること。（第５条及び第６条関係） 

 ⑶ 対象区域内の一部の地区において、建築物の高さの最高限度を２０メートル

から３０メートルに改めること。（第９条関係） 

⑷ 対象区域内の計画地区数を７地区から１４地区に改めること。（別表第２関

係） 

３ 施行期日 

  名古屋都市計画東郷セントラル地区計画の変更に係る都市計画法第２１条第２

項において準用する同法第２０条第１項の規定に基づく告示の日から施行するこ

と。 


